
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
表
の
十
の
項
中
「
種
類
」
を
「
事
業
（
土
地
区
画
整
理
事
業
、

住
宅
団
地
の
造
成
の
事
業
、
公
園
の
設
置
の
事
業
、
運
動
施
設
等
の
設
置
の
事
業
又
は
工
場
・
事
業
場
用
地
の
造
成
の

事
業
に
あ
っ
て
は
、
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）」

に
改
め
、
同
表
備
考
第
五
号
中
「
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
百
三
十
九
号
」
を
「
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
六
百

十
八
号
」
に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

「
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
を
い
う
。

イ

自
然
公
園
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
立
公
園
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
国
定
公
園

ロ

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
別
保
護
地
区

ハ

県
立
自
然
公
園
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
自
然
公
園

ニ

自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
県
自
然
環
境
保
全
地
域
又
は
同
条
例

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
緑
地
環
境
保
全
地
域

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

事
業
者
が
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
第
一
種
事
業
方
法
書
の
送
付
又
は
同
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
事
業
方
法
書

の
送
付
を
行
っ
て
い
る
対
象
事
業
に
対
す
る
改
正
後
の
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
五
日

宮
城
県
知
事

村

井

嘉

浩

○
宮
城
県
規
則
第
百
十
号

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
六
の
項
中
「
土
地
区
画
整
理
事
業
（
施
行
地
区
の
面
積
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
土
地
区
画
整
理
事

業
（
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、
施
行
地
区
の
面
積
が

五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
項
中
「
こ
の
項
の
第
三
欄
」
を
「
以
下
こ
の
表
」
に
改
め
、「
住
宅
団
地

の
造
成
の
事
業
（
」
の
下
に
「
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か

つ
、」
を
加
え
、「
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
項
中
「
こ
の
項
の
イ
の
第
三

欄
」
を
「
以
下
こ
の
表
」
に
改
め
、「
公
園
の
設
置
の
事
業
（
」
の
下
に
「
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か

ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、
」
を
加
え
、「
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
、「
こ

の
項
の
ロ
の
第
三
欄
」
を
「
以
下
こ
の
表
」
に
改
め
、「
運
動
施
設
等
の
設
置
の
事
業
（
」
の
下
に
「
事
業
実
施
区
域

内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、」
を
加
え
、
同
表
の
九
の
項
中
「
卸
売
・

小
売
業
」
を
「
卸
売
業
、
小
売
業
」
に
、「
飲
食
店
、
宿
泊
業
」
を
「
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
、
宿
泊

業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
（
旅
行
業
及
び
娯
楽
業
を
除
く
。）」
に
改
め
、「
（
旅
行
業

を
除
く
。
）」
を
削
り
、「
こ
の
項
の
第
三
欄
」
を
「
以
下
こ
の
表
」
に
改
め
、「
工
場
・
事
業
場
用
地
の
造
成
の
事
業
（
」

の
下
に
「
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、」
を
加
え
、「
二

目

次

ペ
ー
ジ

規

則

○
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
環
境
政
策
課
）

一

規

則

(1) 平成20年12月15日 月曜日 宮 城 県 公 報 号外第55号


